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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成29年3月16日(2017.3.16)

【公開番号】特開2016-178993(P2016-178993A)
【公開日】平成28年10月13日(2016.10.13)
【年通号数】公開・登録公報2016-059
【出願番号】特願2015-60089(P2015-60089)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３１０　
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３００Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月6日(2017.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　請求項１に記載の移動型Ｘ線撮影装置であって、
　前記アーム部は、一方の端部が前記本体に対しスライド可能に連結された第一アームと
、一方の端部に前記Ｘ線管部が固定され、前記第一アームに対し折り畳み可能な第二アー
ムとを有することを特徴とする移動型Ｘ線撮影装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　これにより例えばハンドル７２を持ち上げることにより、第一アーム３１の端部３１２
を引き上げて、本体１０に対する角度（開き角度）を変化させることができる。またハン
ドル７２を装置の後方且つ上方に引きあげることにより、第一アーム３１の端部３１１を
スライドさせて収納凹部１１の上方に移動させることができる。この第一アーム３１の上
方へのスライドは開き角度と連動させてもよく、この場合は、第一アーム３１が上方へス
ライドするのに伴い開き角度を大きくし、第一アーム３１が収納凹部１１の上端に移動し
た状態では、第一アーム３１がほぼ垂直になるようにする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　図９は、第一アーム３１をスライド方向の最上端に移動するとともにその開き角度を最
大にして、第二アーム３２をその長手方向がほぼ水平となるように開いた状態を示してい
る。この状態で、支持枠５０を引き出し、支持部材５１にＸ線検出器を載せると、Ｘ線管
部２０はほぼＸ線検出器に対向した位置に位置する。Ｘ線管部２０とＸ線検出器との間に
被写体を任意の姿勢で配置し、Ｘ線照射位置がＸ線検出器と一致するようにＸ線管部２０
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の位置調整を行うことにより撮影が可能になる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　図１０は、図９に示す状態から、第二アーム３２を第一アーム３１に対し約９０度旋回
させて、さらにＸ線管部２０をＸ線照射窓が横向きになるように回転させた状態である。
この姿勢では、例えば、Ｘ線管部２０に対面するように被写体を立たせたり椅子に座らせ
て撮影することができる。Ｘ線管部２０の高さは、第一アーム３１のスライド位置や開き
角度及び第二アーム３２の開き角度等を調節することで調節することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　第二アームに伸縮機構を追加した例を、図１１に示す。図示するように、第二アーム３
２は、Ｘ線管部２０が固定される内側アーム３２Ａと、第一アーム３１に連結される外側
アーム３２Ｂとからなる。外側アーム３２Ｂは、内部に内側アーム３２Ａを受容する空間
があり、この空間に内側アーム３２Ａが嵌合し、長手方向に沿ってスライド可能に挿入さ
れている。内側アームの、外側アーム内部に挿入された端部と、外側アームの端部とは互
いに係合する構造を持ち、内側アーム３２Ａが外側アーム３２Ｂから外れない構造になっ
ている。内側アーム３２Ａは、例えば、外側アーム３２Ｂの内部に設けられた駆動装置例
えば油圧シリンダー等で駆動され、外側アーム３２Ｂ内をスライドすることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　この変更例２では、アームに伸縮機構を追加することにより、折りたたんだ状態でのア
ーム部３０の長さを長くすることなく、アームの長さによって制限されるＸ線管部２０の
可動範囲を広げることができる。即ちＸ線撮影装置移動時に、広い前方視界を確保しつつ
本体からより離れた位置の撮影が可能になる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　高さ調整機構８５により、軸支持部４２１の上端部に本体筐体中心に向かう左右方向の
力を加えると、後輪４２は床との設置面が外側に移動して傾き、床面と本体１０との距離
が変化する。即ち装置の高さが低くなる（Ｈ１からＨ２へ変化）。図示するように、両方
の後輪４２にかかる左右方向の力が均等であれば、装置の後方側が全体として低くなる。
また左右の後輪４２の一方のみに左右方向の力が作用した場合には、他方の車輪４２はほ
ぼ同じ状態のまま他方の車輪のみが傾き、結果として装置が左或いは右に傾いた状態にな
る。
【手続補正８】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２１】
１０・・・本体、１０Ａ・・・正面パネル、１０Ｂ・・・側面パネル、１０Ｃ・・・背面
パネル、１１・・・収納凹部、１３・・・Ｘ線管収納部、１５・・・溝部、１７・・・Ｘ
線検出器収納部、１９・・・開口、２０・・・Ｘ線管部、２１・・・Ｘ線管の保持器、３
０・・・アーム部、３１～３５・・・アーム、４１・・・前輪、４２・・・後輪、５０・
・・Ｘ線検出器の支持枠、５１・・・支持部材、６１・・・表示パネル、６２・・・表示
パネル、７１・・・移動用ハンドル、７２・・・アーム操作ハンドル、７３・・・カバー
、７５、７６・・・スイッチ、７７、７８・・・操作ボタン、８０・・・バランサー、８
１・・・ガイドレール、８５・・・高さ調整機構、１００・・・制御装置、１０１・・・
位置算出部、１０２・・・機構制御部、１０３・・・記憶部、３１１、３１２・・・第一
アームの端部、３２１、３２２・・・第二アームの端部。
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